
関東地方整備局事業評価監視委員会（平成１６年度第３回）

対 象 事 業 一 覧

○再評価対象事業

事 業 箇 所 名 再評価理由

砂防事業 １．大前床固群 ④

河川事業 １．烏・神流川直轄河川環境整備事業（河川利用推進事業） ②

道路事業 １．一般国道１号 小田原箱根道路 ④
（２件）

２．一般国道１７号 上尾道路 ④

海岸事業 １．横須賀港海岸（馬堀地区）直轄海岸保全施設整備事業 ⑤

計５事業

再評価理由
①：事業採択後、５年以上経過した時点で未着工の事業
②：事業採択後、１０年を経過した時点で継続中の事業
③：事業採択前の準備・計画段階で５年間が経過している事業
④：再評価実施後、５年間が経過している事業
⑤：社会情勢の急激な変化等により再評価の実施の必要が生じた事業

○事後評価対象事業

事 業 箇 所 名

道路事業 １．一般国道１６号 相模原拡幅

官庁 １．飯田第２地方合同庁舎
営繕事業
（６件） ２．警察大学校

３．警視庁警察学校

４．関税中央分析所

５．国立公衆衛生院

６．横浜地方・簡易裁判所

計７事業


